
令 和 ５ 年
４月25日
（火曜日）

毎
週
火
・
金
曜
日
発
行

○
告
示

漁
業
災
害
補
償
法
第
百
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
同
意
（
農
林
水
産
政
策
課
）
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告

示

山
口
県
告
示
第
百
四
十
七
号

漁
業
災
害
補
償
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
五
十
八
号
）
第
百
八
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る

同
法
第
百
五
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
審
査
し
た
結
果
、
次
の
区
域
及
び
区
分
に
つ
い
て

同
法
第
百
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
同
意
が
あ
っ
た
と
認
め
た
。

令
和
五
年
四
月
二
十
五
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

区

域

区

分

二
見
区
域

総
ト
ン
数
十
ト
ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
行
う
漁
業

公
安
委
員
会

公

告契
約
の
締
結

次
の
と
お
り
一
般
競
争
入
札
の
方
法
に
よ
り
契
約
を
締
結
し
ま
し
た
。

令
和
五
年
四
月
二
十
五
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

事
務
を
担
当
す
る
課
の
名
称
及
び
所
在
地

山
口
県
警
察
本
部
警
務
部
会
計
課

山
口
市
滝
町
一
番
一
号

二

落
札
に
係
る
物
品
等
の
名
称
及
び
予
定
数
量

ガ
ソ
リ
ン

二
百
六
十
四
キ
ロ
リ
ッ
ト
ル

三

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

一
般
競
争
入
札

四

落
札
者
を
決
定
し
た
日

令
和
五
年
三
月
二
十
三
日

五

落
札
者
の
名
称
及
び
そ
の
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

中
央
石
油
有
限
会
社

山
口
市
小
郡
上
郷
一
二
二
九
六
番
地
一
四

六

落
札
金
額

一
リ
ッ
ト
ル
当
た
り
百
五
十
円
四
十
八
銭

七

入
札
公
告
日

令
和
五
年
二
月
七
日

八

そ
の
他

㈠

契
約
担
当
者

山
口
県
知
事

村
岡

嗣
政

㈡

調
達
方
法

購
入

㈢

落
札
方
式

最
低
価
格

一

事
務
を
担
当
す
る
廨か

い

の
名
称
及
び
所
在
地

山
口
県
下
関
警
察
署

下
関
市
細
江
町
二
丁
目
三
番
八
号
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二

落
札
に
係
る
物
品
等
の
名
称
及
び
予
定
数
量

ガ
ソ
リ
ン

百
七
十
七
キ
ロ
リ
ッ
ト
ル

三

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

一
般
競
争
入
札

四

落
札
者
を
決
定
し
た
日

令
和
五
年
三
月
二
十
四
日

五

落
札
者
の
名
称
及
び
そ
の
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

岸
砿
油
株
式
会
社

下
関
市
東
大
和
町
一
丁
目
四
番
一
号

六

落
札
金
額

一
リ
ッ
ト
ル
当
た
り
百
七
十
四
円
九
十
銭

七

入
札
公
告
日

令
和
五
年
二
月
七
日

八

そ
の
他

㈠

契
約
担
当
者

山
口
県
下
関
警
察
署
長

永
友

徳
行

㈡

調
達
方
法

購
入

㈢

落
札
方
式

最
低
価
格

令
和
五
年
四
月
二
十
五
日
印
刷

発
行
所

山

口

県

庁

令
和
五
年
四
月
二
十
五
日
発
行

発
行
人

山
口
県
知
事

二
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